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山山 梨梨 大大 学学 のの   

法法 人人 化化 へへ のの 準準 備備 状状 況況   

「「 山山 日日 旬旬 言言 」」 00 33 11 00 00 55   

去 る 七 月 九 日 、「 国 立 大

学 法 人 法 」 な ど 関 連 六 法

が 、 参 院 本 会 議 で 与 党 三

党 の 賛 成 多 数 で 可 決 成 立

し た 。 こ れ に よ っ て 、 〇

四 年 三 月 三 十 一 日 を 期 し

て 、 八 十 九 の 国 立 大 学 が

廃 止 さ れ 、 翌 四 月 一 日 、

八 十 九 の 国 立 大 学 法 人 が

創 設 さ れ 、 そ れ ら が そ れ

ぞ れ に 設 置 す る 八 十 九 の

国 立 大 学 が 新 た に 誕 生 す

る こ と に な っ た 。  

こ の 法 律 は 、 国 立 大 学

に 対 し て 、 一 九 四 九 年 の

国 立 学 校 設 置 法 公 布 以 来

の 大 変 革 を 求 め る も の で

あ り 、 我 が 国 の 高 等 教 育

の 将 来 に 与 え る 影 響 は 甚

大 な も の が あ る 。し か し 、

そ の 重 要 性 に も 拘 ら ず 、

広 く 国 民 的 関 心 を 喚 起 し

た と は 言 い 難 い 。本 県 で 、

本 法 律 に 関 連 し て 変 化 す

る の は 直 接 的 に は 山 梨 大

学 の み だ が 、 そ の 影 響 は

徐 々 に 地 域 の 高 等 教 育 機

関 お よ び 高 等 教 育 全 体 に

及 ん で い く で あ ろ う 。 そ

れ ゆ え 、 山 梨 大 学 が 今 後

ど の よ う に 変 る の か 、 中

間 的 な 報 告 と し て 紹 介 し

て お き た い 。  

あ え て 中 間 的 と い う の

は 、 行 政 的 な 細 部 の 仕 組

み に 未 だ 不 確 定 要 素 が 数

多 く あ っ て 、 政 令 や 省 令

の 形 で 定 め ら れ な く て は

な ら な い も の が 、 未 完 で

あ る こ と に よ る 。  

さ て 、 現 行 の 国 立 大 学

は 、 国 家 行 政 機 関 の 一 部

で あ る 。 こ れ に 対 し て 、

国 立 大 学 法 人 を 設 置 し て 、

そ れ が 大 学 を 経 営 し 、 国

か ら 独 立 し た 組 織 と し よ

う 、 と い う の が 法 人 法 の

趣 意 で あ る 。 山 梨 大 学 で

い え ば 、「 国 立 大 学 法 人 山

梨 大 学 」 と い う 名 称 の 法

人 が 、「 山 梨 大 学 」 を 経 営

す る こ と に な る 。 こ れ に

よ っ て 大 学 は 、 国 と の 直

接 的 連 結 は 無 く な る の で 、

予 算 執 行 の 仕 組 み や 、 組

織 の 改 廃 な ど の 規 制 が 大

幅 に 緩 和 さ れ 、 現 場 の 裁

量 余 地 が 上 が る と さ れ て

い る 。  

こ れ に 伴 っ て 、 教 職 員

も 非 国 家 公 務 員 の 法 人 職

員 と な る 。 す な わ ち 、 国

家 公 務 員 法 に よ る 勤 務 条

件 法 定 主 義 の 世 界 か ら 、

労 働 基 準 法 等 に よ る 労 働

条 件 契 約 主 義 へ と 変 る 。

こ れ に よ っ て 、 労 働 争 議

権 な ど が は じ め て 与 え ら

れ る 。 兼 職 等 に 弾 力 的 な

扱 い が 可 能 と な る の で 、

産 学 連 携 な ど を 通 じ た 社

会 貢 献 へ の 関 与 は 大 幅 に

緩 和 さ れ る 。さ り な が ら 、

法 人 に 配 分 さ れ る 経 営 原

資 は 、 運 営 交 付 金 と い う

名 の 国 費 で あ る の で 、 公

務 員 に 準 ず る 倫 理 的 規 制

は ほ と ん ど 変 ら ず に 残 る

も の と さ れ る 。  



本 法 人 法 の 論 理 で は 、

大 学 に 与 え ら れ る 自 由 裁

量 権 の 拡 大 は 、 学 長 の リ

ー ダ ー シ ッ プ に よ っ て 執

行 さ れ る べ き も の と さ れ

て い る 。 当 然 、 学 長 に は

結 果 責 任 の 明 確 化 が 強 く

要 求 さ れ て も い る 。 た だ

し 、 裁 量 権 が 強 化 さ れ た

学 長 が 独 善 に 陥 る こ と の

な い よ う に 、 学 外 人 材 を

含 む 理 事 で 構 成 す る 役 員

会 、 監 事 、 経 営 協 議 会 な

ど が 、 法 人 内 に 法 定 さ れ

て い る 。 加 え て 、 一 定 期

間 （ 六 年 ） 内 に 、 国 立 大

学 法 人 評 価 委 員 会 等 の 第

三 者 機 関 に よ る 事 後 評 価

が セ ッ ト さ れ て お り 、 事

前 に 提 出 し た「 中 期 計 画 」

に 対 し て 厳 正 な 審 査 が な

さ れ 、 そ の 評 価 結 果 は 次

の 中 期 計 画 期 間 の 運 営 費

交 付 金 に 反 映 す る こ と と

さ れ て い る 。  

現 在 、 山 梨 大 学 で は 吉

田 洋 二 学 長 を 中 心 に 「 国

立 大 学 法 人 化 調 整 会 議 」

と そ の 配 下 に 多 数 の 委 員

会 を 構 成 し て 、 組 織 ・ 財

務 ・ 人 事 ・ 目 標 ・ 計 画 ・

労 働 安 全 衛 生 な ど に つ い

て 、 全 学 を 上 げ て 検 討 中

で あ る 。  

と こ ろ で 、 学 外 の 人 々

か ら の 問 合 せ に は 、 法 人

化 に 伴 っ て 国 立 大 学 の 学

費 は ど う な る の か 、 既 存

の 国 立 大 学 が 廃 止 さ れ る

こ と に よ っ て 、 学 籍 管 理

や 在 学 生 の 身 分 保 証 ・ 権

利 保 証 な ど は ど う な る の

か と い う の が 多 い 。 法 律

的 に は 、 〇 二 年 九 月 三 十

日 以 前 の 山 梨 大 学 ・ 山 梨

医 科 大 学 、 そ し て 同 年 十

月 一 日 以 降 の 山 梨 大 学 と

も 、 来 年 三 月 三 十 一 日 を

も っ て 廃 止 さ れ る 。 し か

し 、 激 変 緩 和 措 置 が 取 ら

れ る こ と に よ っ て 、 在 学

生 の 身 分 は 新 山 梨 大 学 が

完 全 に 承 継 す る た め 不 変

で あ る 。 ま た 、 学 費 に つ

い て も 基 本 的 に は 今 ま で

と 大 き く 変 る こ と は な い

と 考 え て い る 。 ま た 、 卒

業 生 な ど の 学 籍 は 、 歴 史

的 な 沿 革 に 従 っ て 国 立 大

学 法 人 山 梨 大 学 が 承 継 す

る 。  

本 学 は 、 大 学 統 合 、 大

学 院 部 局 化 を 助 走 路 と し 、

法 人 化 を 飛 翔 へ の 跳 躍 台

と し て こ こ か ら 、 教 育 ・

研 究 ・ 社 会 連 携 の 世 界 的

中 核 機 関 を 目 指 す 。 県

民 ・ 読 者 の み な さ ん の ご

支 援 を 心 か ら 期 待 し た い 。 


